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首都圏における地震防災対策の充実強化等 

 

 

本年３月１１日に発生した東日本大震災では、津波は東北地方を中心に甚大な被害

をもたらしただけでなく、首都圏の太平洋沿岸等においても被害を及ぼした。また、

臨海部や内陸部の低地を中心に発生した液状化現象は、住宅やライフライン、農地な

どに深刻な被害をもたらした。さらに、鉄道が運行を停止したことにより大量の帰宅

困難者が発生し、迅速で正確な情報提供や一時滞在施設の確保・誘導など様々な課題

が顕在化した。 

近年、切迫性が指摘されている首都直下地震に限らず、我が国の政治・経済の中心

である首都圏が大地震に見舞われた場合には、住民の生命、財産はもとより、社会の

あらゆる分野に甚大な被害が生じ、国際社会にも重大な影響が及ぶこととなる。 

そこで、首都直下地震等による被害を軽減するとともに首都中枢機能を維持するた

めには、今回の震災の教訓を踏まえつつ、地震防災対策の一層の充実強化を図る必要

がある。また、対策を迅速かつ的確に実施していくためには、国と九都県市が協働し

ていくことが不可欠である。よって、下記事項について提案する。 

 

 

記 

 

１ 首都直下地震をはじめ首都圏に甚大な被害を及ぼす恐れのある地震、それに付随

する津波及び液状化に関する調査・観測・研究をさらに充実・強化すること。 

 

２ 高層ビルや石油タンクなどに被害を及ぼす長周期地震動に関する研究を一層推進

するとともに、その成果を活かした対策についても推進すること。 

 

３ 首都圏における大規模地震等に迅速かつ的確に対応するため、国と九都県市が被

災情報を共有できるシステムを、国において構築すること。 

  そのため、国は、早期に九都県市の政令市に中央防災無線を整備し、国と九都県

市、さらには九都県市間で相互に通信できる体制と仕組みづくりを進めること。 



 

４ 首都圏において大規模地震等が発生した際、国や国の関係団体などの施設につい

て、域外からの救援活動等が円滑に行われるための拠点や帰宅困難者等の一時滞在

施設として、使用するための仕組みづくりを進めること。 

 

５ 帰宅困難者対策を推進するため、国が中心となり、九都県市及び関係地方公共団

体、交通事業者、報道機関、警察などの、更なる連携を進めていくこと。 

  その中で、災害に強い通信基盤の整備や、外出者が必要とする情報を迅速かつ的

確に提供するための体制づくり、発災時の基本原則の周知徹底及び、帰宅困難者の

一時滞在施設の確保等について対応すること。 

 

６ 被災者の生活再建の根幹となるり災証明書は、国の「災害に係る住家の被害認定

基準運用指針」に基づいて自治体の裁量で発行されており、各種の被災者支援制度

を公平かつ公正に運用する上で課題となっている。そこで、り災証明書発行及び被

害認定調査を行う者の身分や権限の法的根拠の明確化を図ること。更に、被害認定

調査を行う人材を育成・確保するための全国的な制度を構築すること。 

 

７ 被災者台帳システムなど、大規模地震による被害の軽減や復旧に関する調査研究

成果を地方公共団体と共有するとともに、実用化と普及に向け、所要の施策を早急

に講ずること。 
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（国民保護の推進） 
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首都圏における国民保護の推進等について 
 

我が国の政治・経済の中心である首都圏は、複数の国際空港や国際港湾を擁して

おり、武力攻撃事態や大規模テロ等の発生時には、首都機能や経済機能に重大な影

響が出ることが予想され、また、その事態は、自治体の対処能力を超えるものと危

惧される。 

そこで、国においては、平成１６年に「武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律」を制定し、平成１７年には「国民の保護に関する基本指針」

を策定し、九都県市では、「国民保護計画」の策定をはじめとした体制を整備したと

ころである。また、九都県市地震防災・危機管理対策部会では、毎月の危機管理対

策担当者会議や研修会等を通じて、首都圏の特殊性を踏まえた連携体制の充実等の

対策の推進を図っている。 

しかし、物資の備蓄や広域避難などの具体的内容については、国は未だ明らかに

していない。国民保護措置は法定受託事務であることから、まず国と地方公共団体

との役割を整理したうえで、費用については国で負担する必要がある。 

このため、国においては、国民保護の推進のため、強いリーダーシップを持ってさ

らなる具体的な対応を図るよう、引き続き下記の事項について提案する。 



 

記 

 

 

１ 武力攻撃事態や大規模テロ等に備えるため、物資及び資材等の備蓄に当たって

は、以下のとおり整備すること。 

 

(1) ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害等に対処するための物資及び資

材等は、国の責任において確保すること。 

 

(2) 国は、地方公共団体と意見交換を行い、国と地方公共団体との役割を明示

し、地方公共団体が備蓄する場合においては、物資及び資材等の種類や数量

をガイドラインで示すとともに、その財源を措置すること。 

 

 

２ 迅速かつ円滑な住民の広域避難を実施するために、国においては、広域避難・

救援に関して具体的検討を進め、国が行う指示事項と都道府県・市区町村が行う

業務内容を明確にした対処マニュアル等を策定すること。 

また、住民避難の実施にあたっては、被害が複数都県市にまたがることから、

国が首都圏の公共交通機関をはじめとする関係機関の総合調整を行うこと。 

 

 

３ 国は、国民保護に係る事業を円滑に推進するため、住民の理解を深める啓発に

主導的に取り組むこと。 

  

 




